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大田市条例第１号 

大田市附属機関設置条例                    

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３

項の規定に基づく本市の附属機関の設置等については、法律又は他

の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（附属機関の設置） 

第２条 本市の執行機関は、別表第１の執行機関の欄に掲げる区分に

応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置するほ

か、担任する事務に応じ、それぞれ別表第２の附属機関の欄に掲げ

る類型の附属機関を設置することができる。 

（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第１又は別表第２の所

掌事務の欄に掲げるとおりとする。 

（組織） 

第４条 附属機関を組織する委員その他の構成員（以下「委員等」と

いう。）の定数は、それぞれ別表第１又は別表第２の定数の欄に掲

げるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させる

ため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等を置くこ

とができる。 

３ 前２項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関

の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執

行機関が委嘱し、又は任命する。 

（部会等） 

第５条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議

させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組

織を置くことができる。 

（秘密保持義務） 

第６条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も同様とする。 



（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、本市の附属機関の組織及び運

営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行

機関が定める。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

執行機関 附属機関 所掌事務 定数 

市長 大田市総

合計画・

総合戦略

等推進会

議 

大田市総合計画基本計画、大田市まち

・ひと・しごと創生総合戦略及び大田

市人口ビジョンに関すること。 

１ ２

人 以

内 

大田市地

域公共交

通会議 

地域の実情に即した輸送サービスの実

現に関すること。 

１ ５

人 以

内 

大田市公

の施設指

定管理者

選定委員

会 

本市が設置する公の施設の指定管理者

の選定に関すること。 

１ ０

人 以

内 

大田市障

がい者自

立支援協

議会 

障がい福祉施策に関すること。 ２ ５

人 以

内 

大田市地

域福祉推

進支援機

関代表者

会議 

大田市生活困窮者自立相談支援事業及

び地域福祉支え合い推進事業に関する

こと。 

３ ０

人 以

内 



大田市保

健対策推

進協議会 

大田市保健対策事業に関すること。 ２ ０

人 以

内 

大田市生

涯現役・

いぶし銀

が支える

まちづく

り推進協

議会 

老人福祉計画、介護保険事業計画、地

域包括支援センター及び地域密着型サ

ービスに関すること。 

２ ０

人 以

内 

大田市老

人ホーム

入所判定

委員会 

養護老人ホームへの入所の要否に関す

ること。 

５ 人

以内 

地域ケア

会議 

地域包括ケアシステムに関すること。 ２ ０

人 以

内 

病院事業

管理者 

大田市立

病院初期

臨床研修

管理委員

会 

大田市立病院における初期臨床研修に

関すること。 

４ ０

人 以

内 

教育委員

会 

大田市立

学校結核

対策検討

委員会 

大田市立学校における結核対策の管理

方針に関すること。 

１ ０

人 以

内 

大田市就

学支援委

員会 

障がいの程度に応じた就学の判定並び

に障がいのある児童生徒等の教育相談

及び支援に関すること。 

１ ５

人 以

内 



おおだ教

育魅力化

推進会議 

教育の魅力化の推進に関すること。 １ ５

人 以

内 

石見銀山

遺跡整備

検討委員

会 

史跡石見銀山遺跡の整備事業に関する

こと。 

１ ５

人 以

内 

大田市山

村留学推

進協議会 

山村留学事業の推進に関すること。 ２ ０

人 以

内 

別表第２（第２条関係） 

附属機関 所掌事務 定数 

計画の策定等に

係る委員会 

計画的な市政の運営を図るため、

各分野における計画の策定又は変

更についての審査又は審議に関す

ること。 

そ れぞ れ の

委 員会 ご と

に ２０ 人 以

内 

 



大田市条例第２号 

大田市債権管理条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必

要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化

を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

⑴ 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利（地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４０条第４項第３号から第８号まで

に掲げる債権を除く。）をいう。 

⑵ 強制徴収公債権 市の債権のうち、地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定に基づく徴収金に係る債権及び法令の規定に

基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができ

るものをいう。 

⑶ 非強制徴収公債権 市の債権のうち、地方自治法第２３１条の

３第１項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のも

のをいう。 

⑷ 私債権 市の債権のうち、強制徴収公債権及び非強制徴収公債

権以外のものをいう。 

（他の法令等との関係） 

第３条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他

の条例（以下「法令等」という。）若しくはこれに基づく規則又は

企業管理規程（以下「規則等」という。）に特別の定めがある場合

を除くほか、この条例の定めるところによる。 

（市長等の責務） 

第４条 市長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第８条

第２項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。）及び病院事

業管理者（以下「市長等」という。）は、法令等及び規則等の定め



るところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。 

（生活困窮者支援との連携） 

第５条 市長等は、債務者が生活困窮状態にあると認められるときは、

生活困窮者支援の関係部署との連携に努めなければならない。 

（台帳の整備） 

第６条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則等で定める

事項を記載した台帳（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られた記録を含む。）を整

備しなければならない。ただし、当該市の債権の性質上特にその必

要がないと認められるときは、この限りでない。 

（債務者に関する情報の共有） 

第７条 市長等は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合

において、当該市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必

要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、法令等

の規定に従い、当該債務者の情報（地方税法第２２条の秘密に該当

する情報を除く。）を同一の実施機関（大田市個人情報保護条例（

平成１７年大田市条例第１１号）第２条第７号に規定する実施機関

をいう。以下この項において同じ。）内において利用し、他の実施

機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。 

２ 市長等は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市

の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。 

３ 市長等は、第１項の規定により利用し、又は収集した情報を当該

市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第

三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければなら

ない。 

（督促及び督促手数料等） 

第８条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者

があるときは、法令等の定めるところにより、これを督促しなけれ

ばならない。 

２ 市長等は、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権について、前項

の規定により督促したときは、１通につき１００円の督促手数料を



徴収することができる。 

３ 前項の規定は、私債権の督促に係る費用について準用する。この

場合において、「強制徴収公債権及び非強制徴収公債権」とあるの

は「私債権」と、「督促手数料」とあるのは「督促に係る費用」と

読み替えるものとする。 

（延滞金等） 

第９条 市長等は、地方自治法第２３１条の３第１項に規定する分担

金、使用料、手数料、過料その他の歳入について前条の規定による

督促をした場合においては、延滞金を徴収することができる。 

２ 大田市税条例（平成１７年大田市条例第５４号）第１９条及び第

２０条並びに附則第３条の２第１項の規定は、前項の延滞金を徴収

する場合について準用する。 

３ 市長等は、第１項の延滞金を納入すべき者が次の各号のいずれか

に該当すると認める場合は、当該延滞金を減額し、又は免除するこ

とができる。 

⑴ 災害により著しく資力を喪失した場合 

⑵ 延滞金を納入すべき者の責めによらない事由により当該市の債

権について納入が遅延した場合 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、当該市の債権について履行しなか

ったことにつきやむを得ない事由がある場合 

４ 第１項から前項までの規定は、私債権の遅延損害金について準用

する。この場合において、第１項中「地方自治法第２３１条の３第

１項に規定する分担金、使用料、手数料、過料その他の歳入」とあ

るのは「私債権」と、「延滞金」とあるのは「遅延損害金」と、第

２項中「大田市税条例（平成１７年大田市条例第５４号）第１９条

及び第２０条並びに附則第３条の２第１項」とあるのは「民法（明

治２９年法律第８９号）第４０４条及び第４１９条第１項」と、「

延滞金」とあるのは「遅延損害金」と、前項中「延滞金」とあるの

は「遅延損害金」と読み替えるものとする。 

（滞納処分等） 

第１０条 市長等は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換



価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の規定によりこれ

を行わなければならない。 

（強制執行等） 

第１１条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、第８条

の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されな

いときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、

第１４条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第１５条の規定

により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場

合は、この限りでない。 

⑴ 担保の付されている債権（保証人の保証があるものを含む。）

については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しく

は競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して

履行を請求すること。 

⑵ 債務名義のある債権（次号の措置により債務名義を取得したも

のを含む。）については、強制執行の手続をとること。 

⑶ 前２号に該当しない債権（第１号に該当する債権で同号の措置

をとってなお履行されないものを含む。）については、訴訟手続

（非訟事件の手続を含む。）により履行を請求すること。 

（履行期限の繰上げ） 

第１２条 市長等は、市の債権について履行期限を繰り上げることが

できる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を

繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第１５条第１

項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場

合は、この限りでない。 

（債権の申出等） 

第１３条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産

手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定

により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることが

できるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため

必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供（保証人の



保証を含む。）を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる

等必要な措置をとらなければならない。 

（徴収停止） 

第１４条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権で履行期限後相当

の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次

の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又

は不適当であると認めるときは、以後その保全及び徴収をしないこ

とができる。 

⑴ 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開す

る見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価

額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。 

⑵ 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる

財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他

これに類するとき。 

⑶ 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められ

るとき。 

（履行延期の特約等） 

第１５条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各

号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する

特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の

金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。 

⑴ 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。 

⑵ 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、

かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長するこ

とが徴収上有利であると認められるとき。 

⑶ 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、

債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、

履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。 

⑷ 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債

務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、

弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。 



⑸ 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従っ

て第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸

付金に関し、第１号から第３号までのいずれかに該当する理由が

あることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の

回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一

時に履行することが困難であるとき。 

２ 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を

延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、

既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金（以下「

損害賠償金等」という。）に係る債権は、徴収すべきものとする。 

（債務の免除） 

第１６条 市長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近

い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収公債権

及び私債権について、当初の履行期限（当初の履行期限後に履行延

期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分を

した日）から１０年を経過した後において、なお、債務者が無資力

又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みが

ないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を

免除することができる。 

２ 前項の規定は、前条第１項第５号に掲げる理由により履行延期の

特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又

はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をした

ものについて準用する。この場合における免除については、債務者

が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなけ

ればならない。 

（債権の放棄） 

第１７条 市長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各

号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る損害賠償

金等の全部又は一部を放棄することができる。 

⑴ 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）第２０４条第１項その他の法



令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。 

⑵ 第１１条の規定による強制執行等又は第１３条の規定による債

権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行され

なかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあ

り、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。 

⑶ 第１４条の規定により徴収停止を行った場合において、相当の

期間を経過した後においても、なお同条各号に該当し、これを履

行させることが著しく困難又は不適当と認められるとき。 

⑷ 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、相

続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合におい

て、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該債

権に優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれる

とき。 

⑸ 債務者が著しい生活困窮状態（生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をい

う。）にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認め

られるとき。 

⑹ 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収

の見込みがないと認められるとき。 

⑺ 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき（債

務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。）。 

２ 市長等は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会

に報告するものとする。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

（大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

の廃止） 



第２条 大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する

条例（平成１７年大田市条例第５９号）は、廃止する。 

（大田市公共下水道条例の一部改正） 

第３条 大田市公共下水道条例（平成１８年大田市条例第３７号）の

一部を次のように改正する。 

第３６条第２項中「大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金

の徴収に関する条例（平成１７年大田市条例第５９号）」を「大田

市債権管理条例（令和４年大田市条例第  号）」に改める。 

（大田市公共下水道使用料条例の一部改正) 

第４条 大田市公共下水道使用料条例（平成１８年大田市条例第３８

号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の

徴収に関する条例（平成１７年大田市条例第５９号）」を「大田市

債権管理条例（令和４年大田市条例第  号）」に改める。 

（大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例の一部改正） 

第５条 大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例（平成１８年大

田市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第２項を次のように改める。 

２ 前項の負担金の督促に係る徴収に関しては、大田市債権管理条

例（令和４年大田市条例第  号）の規定を準用する。この場合

において、同条例第９条第２項中「準用する」とあるのは「準用

する。この場合において、同条例第１９条及び附則第３条の２第

１項の規定中「年１４．６パーセント」とあるのは「年１４．５

パーセント」と、「年７．３パーセント」とあるのは「年７．２

５パーセント」と読み替えるものとする」と読み替えるものとす

る。 

（大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の一部改正） 

第６条 大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例（平成１８年

大田市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第２７条第２項中「大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金

の徴収に関する条例（平成１７年大田市条例第５９号）」を「大田



市債権管理条例（令和４年大田市条例第  号）」に改める。 

（経過措置） 

第７条 施行日前に地方自治法第２３１条の３第１項、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１７１条、第１７１条の２及び

第１７１条の４から第１７１条の６まで並びに附則第２項の規定に

よる廃止前の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に

関する条例第２条の規定に基づいて行った措置又は処分は、この条

例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。 



大田市条例第３号 

どがなかな大田ふるさと寄附条例の一部を改正する条例 

どがなかな大田ふるさと寄附条例（平成２０年大田市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「個人又は団体」を「個人又は法人その他の団体」に改め

る。 

第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条を第６条とする。 

第４条第１項中「寄附者」の前に「ふるさと納税寄附金の」を加え、

「第２条」を「第３条第１項」に改め、同条第２項中「寄附者」の前

に「ふるさと納税寄附金の」を加え、「第２条」を「第３条第１項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 企業版ふるさと納税寄附金の寄附者は、第３条第２項に規定する

事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじ

め指定しなければならない。 

第４条を第５条とし、第３条を第４条とする。 

第２条中「この条例に基づき寄附された寄附金（以下「寄附金」と

いう。）」を「ふるさと納税寄附金」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 企業版ふるさと納税寄附金を財源として実施する事業は、大田市

まち・ひと・しごと創生推進事業（法第５条第１項に規定する地域

再生計画として市で作成した大田市まち・ひと・しごと創生推進計

画に記載した事業であって、同条第４項第２号に規定するまち・ひ

と・しごと創生寄附活用事業に該当するものをいう。）とする。 

第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（寄附金の種類） 

第２条 この条例において「寄附金」とは、次に掲げるものをいう。 

⑴ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３７条の２第１項及

び第３１４条の７第１項に規定する寄附金税額控除の対象となる

寄附金（以下「ふるさと納税寄附金」という。） 

⑵ 地域再生法（平成１７年法律第２４号。以下「法」という。）

第１３条の２の規定により課税の特例の適用があるものとされた



寄附として受けた寄附金（以下「企業版ふるさと納税寄附金」と

いう。） 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（大田市まちづくり推進基金条例の一部改正） 

第２条 大田市まちづくり推進基金条例（平成１８年大田市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２条」を「第３条」に改める。 



大田市条例第４号 

大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例（平成２０

年大田市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１志学まちづくりセンターの項中「大田市三瓶町志学ロ８６

９番地１」を「大田市三瓶町志学２０６５番地２」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



大田市条例第５号 

大田市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

大田市個人情報保護条例（平成１７年大田市条例第１１号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第２号中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５８号。以下「行政機関個人情報保護法」とい

う。）第２条第３項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第２項」に

改め、同条第３号中「行政機関個人情報保護法第２条第４項」を「個

人情報保護法第２条第３項」に改める。 

第３４条第１項中「第５２条第１項」を「第５２条」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



大田市条例第６号 

大田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

大田市職員の給与に関する条例（平成１７年大田市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「扶養手当」の次に「、地域手当」を加える。 

第８条の２を次のように改める。 

（地域手当） 

第８条の２ 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎と

し、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤す

る職員に支給する。 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計

額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とする。 

⑴ １級地 １００分の２０ 

⑵ ２級地 １００分の１６ 

⑶ ３級地 １００分の１５ 

⑷ ４級地 １００分の１２ 

⑸ ５級地 １００分の１０ 

⑹ ６級地 １００分の６ 

⑺ ７級地 １００分の３ 

３ 前項の地域手当の級地は、規則で定める。 

第１９条第４項中「月額」の次に「並びにこれらに対する地域手当

の月額」を加え、同条第５項中「月額」の次に「及びこれに対する地

域手当の月額の合計額」を加える。 

第２０条第２項第１号及び第３項中「月額」の次に「及びこれに対

する地域手当の月額の合計額」を加える。 

第２１条中「月額及び」の次に「これに対する地域手当の月額並び

に」を加える。 

第２２条第２項から第４項までの規定中「扶養手当」の次に「、地

域手当」を加える。 

附則に次の見出し及び２項を加える。 



（感染症防疫作業手当の特例） 

１３ 職員が、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウ

イルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から

世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）の患者

又はその疑いのある者を受け入れている病院、宿泊施設等の内部そ

の他新型コロナウイルス感染症に感染する危険性が高い場所として

市長が規則で定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から

市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作

業であって市長が規則で定めるものに従事したときは、感染症防疫

作業手当を支給する。この場合において、第１０条第１項第１号の

規定は、適用しない。 

１４ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日につき、４，０００

円を超えない範囲内において規則で定める額とする。 

別表第３中「月額 ２，０００円」を「日額 ２００円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、この条例

による改正後の大田市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」

という。）附則第１３項及び第１４項の規定は、公布の日から施行

し、令和４年１月１日から適用する。 

２ この条例による改正前の給与条例第１０条の規定に基づき、令和

４年１月１日からこの条例の公布の日の前日までに支給された感染

症防疫作業手当のうち、この条例による改正後の給与条例附則第１

３項の作業に係るものは、同項の規定による感染症防疫作業手当の

内払とみなす。 



大田市条例第７号 

大田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

大田市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年大田市条例第３

７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３号ア(ア)を削り、同号ア(イ)中「特定職に引き続き」を

「引き続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）

に」に改め、同号ア(イ)を同号ア(ア)とし、同号ア(ウ)を同号ア(イ)と

する。 

第１７条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及

び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号ア及

びイを削る。 

第２１条を第２３条とし、第２０条の次に次の２条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２１条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はそ

の配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申

し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の

事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の

意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。  

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由とし

て、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなけれ

ばならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第２２条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるよう

にするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

⑵ 育児休業に関する相談体制の整備 

⑶ その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



大田市条例第８号 

大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条

例の一部を改正する条例 

大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例（

平成１７年大田市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「 

執行機関の附属機関の委員又は

構成員 

〃 ６，２００円 

臨時又は非常勤の顧問、参与、

調査員、嘱託員及びこれらの者

に準ずる特別職の職員 

予算の範囲内において任命権

者が市長と協議して定めた額 

」を「 

執行機関の附属機関の委員等 予算の範囲内において市長が

定める額 

臨時又は非常勤の顧問、参与、

調査員、嘱託員及びこれらの者

に準ずる特別職の職員 

〃 

」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



大田市条例第９号 

大田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例及び大田市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（大田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第１条 大田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例（平成２６年大田市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。 

目次中 

「  第３款 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・

第５２条）                 」 

を 

「  第３款 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・

第５２条） 

第２章 雑則（第５３条）                」 

に改める。 

第５条第２項から第６項までを削る。 

第３８条第２項を削る。 

第１章の次に次の１章を加える。 

第２章 雑則 

（電磁的記録等） 

第５３条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これ

らに類するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うこと

が規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書

面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この



条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付

又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されて

いる場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定

めるところにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当

該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」と

いう。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使用に係

る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下

この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「

電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合

において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は

提出したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げる

もの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保

育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気

通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教

育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、教育・保育給付認定

保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育

給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（

電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申

出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を



もって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する

方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイ

ルへの記録を出力することによる文書を作成することができるも

のでなければならない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育

・保育給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法

の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけ

ればならない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使 

用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教

育・保育給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的

方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・

保育給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を

電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給

付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限

りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等に

よる同意の取得について準用する。この場合において、第２項中

「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事

項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「

書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において

準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書

面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た

」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供

を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるの

は「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項

中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」



と、第４項中「第２項の」とあるのは「第６項において準用する

第２項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得

よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようと

する」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項にお

いて準用する第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「第６

項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「

同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあ

るのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み

替えるものとする。 

（大田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第２条 大田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年大田市条例第３０号）の一部を次のように改正

する。 

目次中 

「第５章 事業所内保育事業（第４２条―第４８条）」を 

「第５章 事業所内保育事業（第４２条―第４８条） 

第６章 雑則（第４９条）           」に改める。 

第５章の次に次の１章を加える。 

第６章 雑則 

（電磁的記録） 

第４９条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成、その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図

形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 



附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



大田市条例第１０号 

大田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大田市国民健康保険条例（平成１７年大田市条例第１１８号）の一

部を次のように改正する。 

第９条の３中「第１５条の２」の次に「及び第１５条の４」を加え、

同条第１号ウ中「第８１条の２第４項」を「第８１条の２第５項」に

改め、同号エ中「第８１条の２第９項第２号」を「第８１条の２第１

０項第２号」に改め、同条第２号エ中「法第７２条の３第１項」の次

に「及び第７２条の３の２第１項」を加える。 

第１２条の６中「６３万円」を「６５万円」に改める。 

第１２条の６の２中「第１５条の２」の次に「及び第１５条の４」

を加え、同条第２号イ中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２

条の３の２第１項」を加える。 

第１２条の６の１２中「１９万円」を「２０万円」に改める。  

第１５条の２の見出しを「（低所得者の保険料の減額）」に改め、

同条第１項中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項中「６

３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」に改め、同

条第４項中「６３万円」を「６５万円」に改める。 

第１５条の３の次に次の１条を加える。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１５条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。

）がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第１２条又は第１２条の５の基礎賦課額の

被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、１０

分の５を乗じて得た額（第１２条第２項の規定により端数の切り上

げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第４項に掲

げる場合を除く。）。 

２ 第１２条第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用

する。この場合において、第１２条第３項の規定中「保険料率」と

あるのは「額」と読み替えるものとする。 



３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条又は第１２条の５」とあ

るのは「第１２条の６の６又は第１２条の６の１０」と、「第１２

条第２項」とあるのは「第１２条の６の６第２項」と、第２項中「

第１２条第３項」とあるのは「第１２条の６の６第３項」と読み替

えるものとする。 

４ 当該年度において、第１５条の２に規定する基準に従い保険料を

減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合におけ

る当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とす

る。 

⑴ 第１２条又は第１２条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の保

険料額から、当該保険料額に第１５条の２第１項各号に規定する

場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額（

第１２条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とす

る。）を控除して得た額 

⑵ 第１号に掲げる額に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た額（

第１２条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額とす

る。） 

５ 第１２条第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用

する。この場合において、第１２条第３項の規定中「保険料率」と

あるのは「額」と読み替えるものとする。 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条又は第１２条の５」とあ

るのは「第１２条の６の６又は第１２条の６の１０」と、「第１２

条第２項」とあるのは「第１２条の６の６第２項」と、第５項中「

第１２条第３項」とあるのは「第１２条の６の６第３項」と読み替

えるものとする。 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大田市国民健康保険条例の規定は、令和

４年度以後の年度分の保険料について適用し、令和３年度以前の年

度分の保険料については、なお従前の例による。 



大田市条例第１１号 

大田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

大田市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年大田市条例第２２

６号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項ただし書を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年

金である傷害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施

行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 



大田市条例第１２号 

   大田市立学校設置に関する条例の一部を改正する条例 

大田市立学校設置に関する条例（平成１７年大田市条例第８３号）

の一部を次のように改正する。 

別表大田市立富山幼稚園の項及び大田市立井田幼稚園の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



大田市条例第１３号 

大田市生活改善センターの設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例 

大田市生活改善センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年

大田市条例第１５０号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



大田市条例第１４号 

   大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正

する条例 

大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例（平成２１年大田

市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第６項中「毎月２５日」を「毎月２０日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 


